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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】待機電力モードから通常電力モードに切り替わ
る際、安定して動作させることができる電力制御装置及
びそれを備えた機器を提供する。
【解決手段】使用検知手段１１１からの信号によりＣＰ
Ｕ２２が、待機電力モードから通常電力モードへの切替
指示を行う切替信号をＢ電源１０９に出力した後、予め
設定された遅延時間後に、負荷通電遮断用素子２４へ通
電する構成を有する。Ｂ電源１０９が、間欠駆動停止を
繰り返す状態から連続通電状態になった後に安定した状
態になってから、２次側負荷２３へ通電する動作を行う
。
【選択図】図７
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
機器の使用を検知する使用検知手段と、
前記使用検知手段からの信号により待機電力モードと通常電力モードの切替指示を出力す
るＣＰＵと、
少なくとも前記ＣＰＵに電力を供給する電源と、を備え、
前記ＣＰＵは、前記待機電力モードへの切換指示により、前記電源の２次側負荷への通電
を負荷通電遮断用素子により遮断するとともに、前記ＣＰＵ自体を待機電力モードに移行
し、電源制御ＩＣが前記電源の間欠駆動停止を繰り返す制御を行い、
前記使用検知手段からの信号により前記ＣＰＵが、前記待機電力モードから前記通常電力
モードへの切替指示を行う切替信号を前記電源に出力した後、予め設定された遅延時間Ｔ
ａ遅らせて前記負荷通電遮断用素子へ通電することを特徴とする電力制御装置。
【請求項２】
前記遅延時間は、前記２次側負荷の異なる機器に応じて前記ＣＰＵに予め設定されている
ことを特徴とする電力制御装置。
【請求項３】
請求項１または２に記載の電力制御装置を備えた機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、機器を使用していないときの待機時消費電力を低減させた電力制御装置およ
びそれを備えた機器に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年のエネルギー事情および電力事情から、機器における省エネルギーの重要性が年々
高くなっている。特に、機器を使用していないときの待機時消費電力（以下、「待機電力
」と記す）を、限りなくゼロに近づけることが要望されている。
【０００３】
　従来、この種の電力制御装置として、例えば機器であるトイレ装置を使用していないと
きの電源部で消費する電力を低減して、待機電力を削減する電力制御装置を備えたトイレ
装置が提案されている。（例えば、特許文献１参照）。
【０００４】
　特許文献１に記載のトイレ装置の電力制御装置は、人体検出部と、機能部と、制御部と
、第一電源部と、第二電源部と、電力制御素子と、を備えている。人体検出部は、トイレ
内の人体の有無を検出する。機能部は、トイレ内の環境を整備する。制御部は、人体検出
部と機能部を駆動する。第一電源部は、人体検出部と制御部に直流電源を供給する。第二
電源部は、商用電源を直流電源に変換して機能部に直流電源を供給する。電力制御素子は
、第二電源部の前段に位置し、商用電源から第二電源部への通電を制御する。
【０００５】
　そして、トイレ装置の電力制御装置の制御部は、人体検出部の検知結果に応じて電力制
御素子を駆動し、第二電源部への商用電源の供給を制御する。これにより、トイレ内に使
用者が存在しない場合、トイレ装置は消費電力の小さい電源部のみ動作させて、トイレ装
置が使用されていない状態での待機電力を小さくする。また、トイレ装置を使用する場合
、使用者の操作意思によることなくトイレ内にトイレ使用者がいるだけで自動的に全ての
機能を動作可能な状態にする。その結果、使い勝手の良いトイレ装置を実現している。
【０００６】
　つまり、従来のトイレ装置の電力制御装置の構成は、機器であるトイレ装置が使用され
ていない場合、制御部は電力制御素子をオフして、商用電源から第二電源部への通電をオ
フしている。これにより、商用電源から電源部自身が消費する電力を、第一電源部が消費
する電力だけにしている。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００２－１４６８７８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、前記従来の構成では、第一電源部が消費する待機電力として、０．５Ｗ
程度の消費が必要である。
【０００９】
　すなわち、従来のトイレ装置の電力制御装置の構成は、機器が使用されていない場合、
大きな電力負荷である機能部などへ電力を供給する第二電源部（Ａ電源）をオフする。そ
して、操作部の操作信号や人体検出部の検知信号および各種温度検出部の温度検出信号を
処理する。つまり、各種ヒータやモータおよびＬＥＤなどの各負荷の駆動を指示する小さ
な電力負荷のマイコンなどへ電力を供給する第一電源部（Ｂ電源）だけ、オン状態とする
構成である。これにより、待機状態時に、マイクロコンピュータ（以下、「ＣＰＵ」と記
す）が通常動作より低い消費電力となる低速動作をさせて低消費電力モードを実現してい
るが、第一電源部が消費する待機電力として、０．５Ｗ程度の消費が必要である。
【００１０】
　そこで、機器が使用されていない場合に、ＣＰＵが、電源に通常電力モードから待機電
力モードへ切り替える信号を出し、電源内の電源制御素子（電源制御ＩＣ）が前記電源の
間欠駆動停止を繰り返す制御を行うことで、待機電力をさらに微小な低電力にする構成を
考えるに至った。しかし、この構成において、微小な低消費電力である待機電力モードか
ら通常電力モードに切り替わる際、前記電源制御ＩＣによって前記電源を、間欠駆動停止
を繰り返す制御から連続駆動する制御に移行するが、これと同時に電源の２次側負荷へ通
電する動作が行われると、通電される負荷電流によって、電源の出力電圧が低下して、電
源から供給されているＣＰＵの電圧が低下してＣＰＵがリセットされる不具合を生じる課
題がある。
【００１１】
　本発明は、前記従来の課題を解決するもので、機器を使用していないときの待機電力を
微小にできるとともに、微小な低消費電力である待機電力モードから通常電力モードに切
り替わる際、安定して動作させることができる電力制御装置およびそれを備えた機器を提
供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　前記従来の課題を解決するために、本発明の電力制御装置は、
機器の使用を検知する使用検知手段と、
前記使用検知手段からの信号により待機電力モードと通常電力モードの切換指示を出力す
るＣＰＵと、少なくとも前記ＣＰＵに電力を供給する電源と、を備え、前記ＣＰＵは、前
記待機電力モードへの切換指示により、前記電源の２次側負荷への通電を負荷通電遮断用
素子により遮断するとともに、前記ＣＰＵ自体を待機電力モードに移行し、電源制御ＩＣ
が前記電源の間欠駆動停止を繰り返す制御を行い、
前記使用検知手段からの信号により前記ＣＰＵが、前記待機電力モードから前記通常電力
モードへの切替指示を行う切替信号を前記電源に出力した後、予め設定された遅延時間Ｔ
ａ遅らせて前記負荷通電遮断用素子へ通電する構成であることを特徴とするものである。
【００１３】
　これによって、使用検知手段からの信号によりＣＰＵが通常電力モードから待機電力モ
ードへ移行させる条件になると、ＣＰＵは、待機電力モードへの切替指示により、電源の
２次側負荷への通電を負荷通電遮断用素子により遮断するとともに、ＣＰＵ自体を待機電
力モードに移行し、電源制御ＩＣが電源の間欠駆動停止を繰り返す制御を行い、待機電力
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を微小にできる。
【００１４】
　そして、使用検知手段からの信号により、待機電力モードから通常電力モードに切り替
わる際、ＣＰＵが、待機電力モードから通常電力モードへの切換指示を行う切替信号を電
源制御ＩＣに出力した後、予め設定された遅延時間Ｔａ遅らせて負荷通電遮断用素子へ通
電することによって、電源が間欠駆動停止を繰り返す状態から連続通電状態になった後に
安定した状態になってから、電源の２次側の負荷へ通電する動作が行われるため、通電さ
れる負荷電流によって、電源の出力電圧が低下して、電源から供給されているＣＰＵの電
圧が低下してＣＰＵがリセットされることがなく、安定して動作させることができる。
【００１５】
　このように、機器を使用していないときの待機電力を微小にできるとともに、微小な低
消費電力である待機電力モードから通常電力モードに切り替わる際、安定して動作させる
ことができる電力制御装置およびそれを備えた機器を提供することができる。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明の電力制御装置およびそれを備えた機器は、機器を使用していないときの待機電
力を微小にできるとともに、微小な低消費電力である待機電力モードから通常電力モード
に切り替わる際、安定して動作させることができる電力制御装置およびそれを備えた機器
を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の実施の形態における電力制御装置およびそれを備えた機器である衛生洗
浄装置の外観を示す斜視図
【図２】本発明の実施の形態における衛生洗浄装置の制御系のブロック図
【図３】本発明の実施の形態におけるリモートコントローラの外観を示す斜視図
【図４】本発明の実施の形態におけるリモートコントローラのフロントパネルを開放した
状態の正面図
【図５】図３に示す５－５線断面図
【図６】本発明の実施の形態における電力制御装置を例示するブロック図
【図７】本発明の実施の形態における電力制御装置の要部を示すブロック図
【図８】図７のブロック図における待機電力モードから通常電力モードに切り替わる動作
を例示するタイミングチャート図
【図９】本発明の実施の形態における電力制御装置を備えた機器と遅延時間Ｔａとの関係
を示した図
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　第１の発明は、機器の使用を検知する使用検知手段と、前記使用検知手段からの信号に
より待機電力モードと通常電力モードの切替指示を出力するＣＰＵと、少なくとも前記Ｃ
ＰＵに電力を供給する電源とを備え、前記ＣＰＵは、前記待機電力モードへの切換指示に
より、前記電源の２次側負荷への通電を負荷通電遮断用素子により遮断するとともに、前
記ＣＰＵ自体を待機電力モードに移行し、電源制御ＩＣが前記電源の間欠駆動停止を繰り
返す制御を行い、前記使用検知手段からの信号により前記ＣＰＵが、前記待機電力モード
から前記通常電力モードへの切替指示を行う切替信号を前記電源に出力した後、予め設定
された遅延時間Ｔａ遅らせて前記負荷通電遮断用素子へ通電する構成であることを特徴と
するものである。
【００１９】
　これによって、使用検知手段からの信号によりＣＰＵが通常電力モードから待機電力モ
ードへ移行させる条件になると、ＣＰＵは、待機電力モードへの切換指示により、電源の
２次側負荷への通電を負荷通電遮断用素子により遮断するとともに、ＣＰＵ自体を待機電
力モードに移行し、電源制御ＩＣが電源の間欠駆動停止を繰り返す制御を行い、待機電力
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を微小にできる。
【００２０】
　そして、使用検知手段からの信号により、待機電力モードから通常電力モードに切り替
わる際、ＣＰＵが、待機電力モードから通常電力モードへの切替指示を行う切替信号を電
源制御ＩＣに出力した後、予め設定された遅延時間Ｔａ遅らせて負荷通電遮断用素子へ通
電することによって、電源が間欠駆動停止を繰り返す状態から連続通電状態になった後に
安定した状態になってから、２次側負荷へ通電する動作が行われるため、通電される負荷
電流によって、電源の出力電圧が低下して、電源から供給されているＣＰＵの電圧が低下
してＣＰＵがリセットされることがなく、安定して動作させることができる。
【００２１】
　第２の発明は、特に、第１の発明の遅延時間は、２次側負荷の異なる機器に応じて前記
ＣＰＵに予め設定されていることにより、使用機器において電源の２次側負荷が、大きい
機器あるいは小さい機器と異なっていても、通電される負荷電流によって、電源の出力電
圧が低下して、電源から供給されているＣＰＵの電圧が低下してＣＰＵがリセットされる
ことがなく、安定して動作させることができる。
【００２２】
　第３の発明は、特に、第１の発明または第２の発明の電力制御装置を備えた機器は、通
電される負荷電流によって、電源の出力電圧が低下して、電源から供給されているＣＰＵ
の電圧が低下してＣＰＵがリセットされることがなく、安定して動作させることができる
。
【００２３】
　以下、本発明の実施の形態における電力制御装置およびそれを備えた機器について、図
面を参照しながら説明する。なお、この実施の形態によって本発明が限定されるものでは
ない。
【００２４】
　（実施の形態）
　以下に、本実施の形態の電力制御装置およびそれを備えた機器について、トイレ装置な
どの衛生洗浄装置を例に、図を用いて説明する。
【００２５】
　図１は、本発明の実施の形態における電力制御装置およびそれを備えた機器である衛生
洗浄装置の外観を示す斜視図である。
【００２６】
　図１に示すように、本実施の形態の衛生洗浄装置１００は、少なくとも本体２００と、
便蓋２１０と、便座２２０と、リモートコントローラ４００などから構成される。そして
、本体２００、便蓋２１０、便座２２０は、一体で構成され、便器１１０の上面に設置さ
れる。
【００２７】
　なお、図１に示す衛生洗浄装置１００においては、本体２００の設置側を後方、便座２
２０の設置側を前方とし、前方に向かって右側を右側、前方に向かって左側を左側として
各構成要素の配置を説明する。
【００２８】
　本体２００は、便蓋２１０および便座２２０が、便座便蓋回動機構２１５を介して開閉
可能に取り付けられている。便座便蓋回動機構２１５は、例えば直流モータと複数のギア
などで構成され、便蓋２１０と便座２２０を個別または同時に開閉する。そして、便蓋２
１０を開放した場合、図１に示すように、便蓋２１０は、衛生洗浄装置１００の最後部に
位置するように起立する。一方、便蓋２１０を閉成すると便座２２０の上面を隠蔽する。
【００２９】
　また、便座２２０は便座ヒータ２２１を内蔵し、便座ヒータ２２１は便座２２０の着座
面が快適な温度になるように、例えば４０度程度に加熱する。
【００３０】
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　また、本体２００の内部には、洗浄水供給機構（図示せず）、熱交換器（図示せず）、
洗浄ノズル２３１などで構成された人体の局部を洗浄する洗浄機構２３０と、洗浄後の局
部を乾燥する乾燥装置（図示せず）と、本体制御部２４０などが内蔵されている。洗浄ノ
ズル２３１は、本体２００の下部中央に設置されている。
【００３１】
　洗浄機構２３０は、本体２００の内部に設置された洗浄水供給機構（図示せず）と、洗
浄水を加熱する熱交換器（図示せず）と、洗浄水の流量を調整する流量調節機構（図示せ
ず）などから構成され、洗浄ノズル２３１に接続されている。そして、水道配管から供給
される洗浄水を熱交換器で加熱し、加熱した温水を洗浄ノズル２３１に供給し、洗浄ノズ
ル２３１から使用者の局部に向けて噴出する。これにより、使用者の局部を、温水で洗浄
する。
【００３２】
　洗浄ノズル２３１は、お尻を洗浄するお尻洗浄ノズル部と、女性の局部を洗浄するビデ
ノズル部を備えている。さらに、洗浄ノズル２３１は、本体２００内に収容した収納位置
と本体２００から突出して洗浄動作を行う洗浄位置との間を進退移動するノズル駆動機構
（図示せず）を備えている。
【００３３】
　また、本体２００の前面コーナ部には、例えば反射型の赤外線センサなどからなる着座
検知センサ２５０が設置されている。そして、着座検知センサ２５０が、赤外線を発光し
、人体で反射された赤外線を受光することにより、便座２２０上に使用者が存在すること
を検出する。
【００３４】
　また、本体２００の右側には、本体２００と一体に突出して形成された袖部２６０が設
けられている。袖部２６０の上面には、本体操作部２６１と、リモートコントローラ４０
０から送信される赤外線信号を受信する本体受信部である赤外線受信部２６２が配置され
ている。本体操作部２６１には、電源スイッチ２６１ａと、使用頻度の高いお尻洗浄機能
を操作するお尻洗浄スイッチ２６１ｂが配置されている。
【００３５】
　また、図１に示すように、リモートコントローラ４００は、本体２００とは別体で構成
されて、便座２２０上に着座した使用者が操作しやすい位置、例えばトイレルームの壁面
などの場所に取り付けられる。リモートコントローラ４００には、トイレルームに入出し
た使用者を検知する人体検知センサ３００と、衛生洗浄装置１００の各機能の操作と設定
を行う複数のスイッチ機能と、表示機能などが配置されている。
【００３６】
　以下に、本実施の形態の衛生洗浄装置１００の動作について、簡単に説明する。
【００３７】
　まず、トイレルームに使用者が存在しない場合、衛生洗浄装置１００は、便座ヒータ２
２１への通電を停止、もしくは２０℃程度の待機温度になるように通電して便座２２０を
保温している。
【００３８】
　このとき、トイレルームに使用者が入室すると、人体検知センサ３００からの人体検知
信号を受け、便座ヒータ２２１に通電を行う。なお、便座ヒータは、８００Ｗ程度の非常
に高出力のヒータから構成されている。そこで、使用者がトイレルームに入室してから便
座２２０に着座するまでの、例えば６秒から１０秒程度の間に、便座２２０の着座面を、
例えば４０℃程度の設定温度まで昇温する。
【００３９】
　そして、便座２２０が設定温度に達した後、便座ヒータ２２１への通電を５０Ｗ程度の
低ワットに下げて設定温度を保つ。
【００４０】
　その後、使用者がトイレルーム内から出ると、便座ヒータ２２１への通電を停止、もし
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くは２０℃程度の待機温度となるように通電する。これにより、トイレルームに使用者が
いないときの、衛生洗浄装置１００の消費電力を、大幅に削減している。
【００４１】
　なお、本実施の形態の衛生洗浄装置１００において、上記で説明した洗浄ノズル２３１
などからなる洗浄機構２３０と乾燥装置は必須の構成要素ではないので、これらの構成要
素を備えていない衛生洗浄装置１００の構成でもよい。
【００４２】
　（衛生洗浄装置の動作および作用）
　以下に、本実施の形態の衛生洗浄装置の動作および作用について、図１を参照しながら
、図２を用いて説明する。
【００４３】
　図２は、同実施の形態における衛生洗浄装置の制御系のブロック図である。
【００４４】
　図１と図２に示すように、まず、リモートコントローラ４００の人体検知センサ３００
が人体を検出すると、人体検知信号をリモートコントローラ４００の赤外線送信部４３６
から送信する。送信された人体検知信号は、本体２００の本体受信部（赤外線受信部）２
６２で受信された後、本体制御部２４０に送信（伝達）される。伝達された人体検知信号
に基づいて、本体制御部２４０は、便座便蓋回動機構２１５を駆動して便蓋２１０を開放
する。そして、便座２２０の着座面が１０秒以内に４０℃程度になるように、便座２２０
の便座ヒータ２２１への通電を開始して昇温する。
【００４５】
　つぎに、使用者が、便座２２０に着座すると、本体２００の着座検知センサ２５０によ
り使用者の着座を検出する。そして、本体制御部２４０が着座信号を受信すると、本体２
００のお尻洗浄スイッチ２６１ｂおよびリモートコントローラ４００の洗浄機能の使用者
の操作が可能となる。
【００４６】
　つぎに、使用者が用便を終了すると、使用者が設定する、お尻洗浄スイッチ２６１ｂお
よびリモートコントローラ４００の洗浄条件に基づいて、洗浄機構２３０により局部の洗
浄を行う。そして、洗浄が終了すると、使用者は便座２２０から立ち上がってトイレルー
ムから退出する。これにより、リモートコントローラ４００の人体検知センサ３００から
の人体検知信号の送信を停止する。
【００４７】
　つぎに、人体検知が終了してから所定時間経過後（例えば、５分後）、本体制御部２４
０は、便座便蓋回動機構２１５を駆動して便蓋２１０を自動的に閉塞する。そして、便座
ヒータ２２１への通電を停止する。その後、再び使用者がトイレルームに入室して、トイ
レ装置を使用するまで、本体制御部２４０は待機電力を大幅に低下する待機電力モードに
移行する。
【００４８】
　（リモートコントローラの構成）
　以下に、本実施の形態の衛生洗浄装置のリモートコントローラの構成について、図２を
参照しながら、図３から図５を用いて説明する。
【００４９】
　図３は、同実施の形態におけるリモートコントローラの外観を示す斜視図である。図４
は、同実施の形態におけるリモートコントローラのフロントパネルを開放した状態を示す
正面図である。図５は、図３に示す５－５線断面図である。
【００５０】
　図３に示すように、リモートコントローラ４００は、全体形状が薄い直方体で形成され
ている。そして、リモートコントローラ４００は、例えば樹脂材料で成形された箱状のリ
モコン本体４０１と、リモコン本体４０１の前面を覆うフロントパネル４０２で構成され
ている。フロントパネル４０２は、リモコン本体４０１の前面下端部で開閉自在に枢支さ



(8) JP 2016-204902 A 2016.12.8

10

20

30

40

50

れている。具体的には、リモコン本体４０１の上端近傍の左右に設けた磁石４０１ａと、
フロントパネルの磁石４０１ａに対応する位置に設けたステンレス製の受板４０２ｃによ
り、磁力を介して、フロントパネル４０２の閉塞状態を維持している。
【００５１】
　なお、通常、リモートコントローラ４００は、図３に示すようにフロントパネル４０２
を閉塞した状態で使用される。しかし、リモートコントローラ４００の設定および、通常
あまり使用しない操作を行う場合は、図４に示すようにフロントパネル４０２を開放して
使用される。
【００５２】
　図２と図４に示すように、リモートコントローラ４００を開放したリモコン本体４０１
の前面の上部には、衛生洗浄装置１００の使用時に多く使用する操作スイッチ４１０およ
び人体検知センサ３００が配置されている。一方、リモコン本体４０１の前面の下部には
、衛生洗浄装置１００の機能の設定を行う設定スイッチ４２０と、通常あまり使用しない
操作スイッチ４１０が配置されている。また、リモコン本体４０１の前面の中央部には、
非接触による操作で使用する２個の照度センサ４４０と非接触による操作と同様な操作が
可能な操作スイッチ４１０が配設されている。なお、上記操作スイッチ４１０や設定スイ
ッチ４２０は、スイッチの操作部に直接接触して操作する接触スイッチであるタクトスイ
ッチにより構成されている。
【００５３】
　また、図３に示すように、リモートコントローラ４００のフロントパネル４０２を閉塞
した状態で、通常、使用する操作スイッチ４１０として、フロントパネル４０２には、ビ
デ洗浄スイッチ４１１と、お尻洗浄スイッチ４１２と、乾燥スイッチ４１３と、停止スイ
ッチ４１４と、便座開スイッチ４１５と、便座閉スイッチ４１６が配置されている。ビデ
洗浄スイッチ４１１は、女性の局部洗浄を開始するスイッチである。お尻洗浄スイッチ４
１２は、お尻の洗浄を開始するスイッチである。乾燥スイッチ４１３は、洗浄後の臀部の
乾燥を開始するスイッチである。停止スイッチ４１４は、ビデ洗浄スイッチ４１１とお尻
洗浄スイッチ４１２と乾燥スイッチ４１３で開始した動作を停止させるスイッチである。
便座開スイッチ４１５は、便座２２０を起立させるスイッチである。便座閉スイッチ４１
６は、便座２２０を倒置するスイッチである。なお、便座開スイッチ４１５と便座閉スイ
ッチ４１６は同一垂線上に、所定の間隔をあけて配設されている。
【００５４】
　また、図４に示すように、フロントパネル４０２を開放した状態でのみ使用可能な操作
スイッチ４１０として、リモコン本体４０１には、例えばリズムスイッチ４１７と、ワイ
ドスイッチ４１８、ムーブスイッチ４１９などが配置されている。リズムスイッチ４１７
は、お尻洗浄の洗浄水を強弱に変化させるスイッチである。ワイドスイッチ４１８は、お
尻洗浄時の洗浄水の噴出範囲を拡大、縮小するスイッチである。ムーブスイッチ４１９は
、洗浄中の洗浄位置を前後に繰り返して移動させるスイッチである。
【００５５】
　さらに、図４に示すように、リモコン本体４０１には、強度表示灯４３１と、温水温度
表示灯４３２と、便座温度表示灯４３３と、電池表示灯４３４が配設されている。強度表
示灯４３１は、強度スイッチ４２１の近傍に設けられ、洗浄水の強弱のレベルを表示する
。温水温度表示灯４３２は、温水温度スイッチ４２３の近傍に設けられ、設定された温水
温度のレベルを表示する。便座温度表示灯４３３は、便座温度スイッチ４２４の近傍に設
けられ、設定された便座温度のレベルを表示する。電池表示灯４３４は、電池の消耗状態
を表示する。
【００５６】
　また、図４に示すように、リモコン本体４０１には、第一照度センサ４４１と、第二照
度センサ４４２と、センサ検知表示灯４３５が配設されている。第一照度センサ４４１は
、便座開スイッチ４１５の下方に近接して設けられている。第二照度センサ４４２は、便
座閉スイッチ４１６の下方に近接して設けられている。
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【００５７】
　そして、センサ検知表示灯４３５は、便座開スイッチ４１５と便座閉スイッチ４１６の
略中間（中間を含む）の位置に配設されている。なお、センサ検知表示灯４３５は、トイ
レルームが暗すぎて、第一照度センサ４４１および第二照度センサ４４２が照度の変化を
十分に検知できない場合に、点滅表示する。一方、センサ検知表示灯４３５は、ジェスチ
ャ操作を検出したときに、点灯表示をする。なお、ジェスチャ操作とは、使用者が、例え
ば第一照度センサ４４１および第二照度センサ４４２からなる２個の照度センサ４４０に
亘って近接して手を動かすジェスチャにより、所定の操作を行うことを意味する。
【００５８】
　つまり、非接触スイッチから構成される第一照度センサ４４１と第二照度センサ４４２
に近接して、使用者が手を移動させるジェスチャを行う。これにより、照度の変化を検出
して、移動の方向を判定し、移動方向に対応して、例えば便座２２０を起倒するジェスチ
ャ操作が行われる。具体的には、例えば使用者が下から上に手を移動させることにより、
第二照度センサ４４２から第一照度センサ４４１の順に照度変化を検出した場合、便座２
２０を起立させる。一方、例えば使用者が上から下に手を移動させることにより、第一照
度センサ４４１から第二照度センサ４４２の順に照度変化を検出した場合、便座２２０を
倒置させる。これにより、照度不足の場合でも、ジェスチャ操作を介して、非接触で便座
２２０の開閉操作ができる。
【００５９】
　また、図３と図４に示すように、リモコン本体４０１の上面コーナ部には、例えば発光
素子として赤外線発光ダイオードを備える赤外線送信部４３６が配置されている。赤外線
送信部４３６は、リモートコントローラ４００の操作情報および設定情報を本体２００の
袖部２６０に設置された赤外線受信部２６２に送信する。
【００６０】
　また、図２および図５に示すように、リモートコントローラ４００のフロントパネル４
０２は、略平板状（平板状を含む）の樹脂製のパネル枠４０２ａと、裏蓋４０２ｂと、複
数の操作ボタン４０３とから構成されている。操作ボタン４０３は、リモコン本体４０１
に設置した操作スイッチ４１０をフロントパネル４０２の表面から操作するボタンである
。つまり、操作ボタン４０３は、フロントパネル４０２を閉塞した状態で、ビデ洗浄スイ
ッチ４１１と、お尻洗浄スイッチ４１２と、乾燥スイッチ４１３と、停止スイッチ４１４
と、便座開スイッチ４１５と、便座閉スイッチ４１６を操作するために、それらの位置に
対応して設置されている。
【００６１】
　また、リモートコントローラ４００のフロントパネル４０２には、第一照度センサ４４
１と第二照度センサ４４２と強度表示灯４３１と電池表示灯４３４に対応する部分に透明
な樹脂材料で形成された透過部４０４が配設されている。これにより、フロントパネル４
０２の表面から強度表示灯４３１と電池表示灯４３４を視認できる。さらに、透過部４０
４を介して、第一照度センサ４４１と第二照度センサ４４２は照度変化を検出できるため
、フロントパネル４０２を閉塞した状態でジェスチャ操作が可能となる。
【００６２】
　なお、本実施の形態では、ジェスチャ操作により、第一照度センサ４４１と第二照度セ
ンサ４４２の照度変化を検知して便蓋２１０や便座２２０の起倒動作を実施する。そのた
め、使用者が設定条件を変更する場合に、フロントパネル４０２の開閉動作の途中に発生
する陰影による照度変化をジェスチャ操作として誤検知する可能性がある。そこで、図２
に示すように、フロントパネル４０２の開閉状態を検知する開閉検知センサ４３７を設け
ている。これにより、フロントパネル４０２の開閉動作中は第一照度センサ４４１と第二
照度センサ４４２の照度変化を検知しても便座２２０の起倒動作を実施しないようにして
いる。
【００６３】
　（リモートコントローラの制御系の構成）
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　以下に、本実施の形態の衛生洗浄装置のリモートコントローラの制御系の構成について
、図２を参照しながら説明する。
【００６４】
　図２に示すように、リモートコントローラ４００は、情報入力部として人体検知センサ
３００と、開閉検知センサ４３７と、操作スイッチ４１０と、設定スイッチ４２０と、照
度センサ４４０を備えている。また、出力部として、本体２００に制御情報を赤外線で送
信する赤外線送信部４３６と、制御情報を表示する表示灯４３０を備えている。さらに、
リモートコントローラ４００の駆動源として電池４５０を備えている。
【００６５】
　また、リモートコントローラ４００のリモコン制御部５００は、図示しないが、さらに
センサ検出部と、スイッチ操作検出部と、ジェスチャ検出部とを備えている。センサ検出
部は、センサの検知信号を検出する。スイッチ操作検出部は、操作スイッチ４１０と設定
スイッチ４２０のスイッチ操作を検出する。ジェスチャ検出部は、第一照度センサ４４１
と第二照度センサ４４２で構成する照度センサ４４０からのジェスチャ操作信号をデジタ
ル信号化して検出する。これにより、各種の操作情報を処理する。
【００６６】
　なお、上述したように、ジェスチャ検出部は、照度センサ４４０の検出電圧をＡ／Ｄコ
ンバータを介してデジタル信号化してデジタル処理を行う。しかし、ジェスチャ検出部は
、消費電力が大きくリモートコントローラ４００の電源である電池４５０の消耗に大きく
影響する。そこで、本実施の形態においては、人体検知センサ３００が人体を検知してい
る間のみ、ジェスチャ検出部を駆動する構成としている。これにより、人体を検出してい
ない間は、ジェスチャ検出部を休止させ、電池４５０の消耗を抑制している。
【００６７】
　また、リモートコントローラ４００は、ジェスチャ操作の検出を行うために、照度セン
サ４４０を駆動するセンサ駆動部と、照度センサ４４０の感度を調整する感度調整部と、
をさらに備えている。感度調整部は、リモートコントローラ４００が設置されている場所
の明るさの変化に応じて、ジェスチャ操作を検出する基準となる基準電圧と、ジェスチャ
操作を検出する検出閾値を調整する。このとき、リモートコントローラ４００の設置場所
が暗すぎて基準電圧の調整範囲を超える場合、図３や図４に示すセンサ検知表示灯４３５
を点滅表示して、使用者にジェスチャ操作ができないことを報知する。
【００６８】
　また、リモートコントローラ４００のリモコン制御部５００は、図示しない電池４５０
の残量を検出する電池検査部と、制御情報を表示する表示灯４３０を駆動する表示灯駆動
部と、計時情報を提供するタイマを備えている。さらに、リモコン制御部５００の情報処
理機能として、主にマイコンで構成される情報処理部を備えている。
【００６９】
　以上により、本実施の形態の衛生洗浄装置のリモートコントローラの制御系が構成され
ている。
【００７０】
　つまり、図２に示すように、上記構成を有するリモートコントローラ４００は、操作部
である操作スイッチ４１０と、設定スイッチ４２０と、第一照度センサ４４１と、第二照
度センサ４４２から各種の操作情報が入力される。そして、入力された操作情報に基づい
て、どのような操作がされたかを、リモコン制御部５００の情報処理部で判定し、表示灯
駆動部を介して所定の表示灯４３０を点灯させ、使用者に認識させる。
【００７１】
　さらに、リモートコントローラ４００のリモコン制御部５００は、赤外線送信部４３６
から本体２００の赤外線受信部２６２に制御信号を送信する。これにより、本体制御部２
４０は、送信された制御信号に基づいて、衛生洗浄装置１００の各種機能の制御を行う。
【００７２】
　（電力制御装置の構成）



(11) JP 2016-204902 A 2016.12.8

10

20

30

40

50

　以下に、本実施の形態の衛生洗浄装置の電力制御装置の構成について、図１から図５を
参照しながら、図６を用いて説明する。
【００７３】
　図６は、同実施の形態における電力制御装置を例示するブロック図である。
【００７４】
　図６に示すように、本実施の形態の電力制御装置は、少なくともＡ電源１０４と、Ｂ電
源１０９とから構成されている。Ａ電源１０４は、Ａ電源入力部１０２と、Ａ電源制御素
子を構成する、例えばＡ電源制御ＩＣ２５を有するＡ電源出力部１０３とから構成されて
いる。そして、Ａ電源１０４は、衛生洗浄装置１００の機能部である洗浄機構２３０や便
座ヒータ２２１および熱交換器ヒータ、脱臭ファン、乾燥ファンなどの、本体制御部２４
０によって制御される出力側負荷１０５に電力を供給する。
【００７５】
　一方、Ｂ電源１０９は、Ｂ電源入力部１０６と、Ｂ電源出力部１０７と、Ｂ電源モード
切換制御部１０８とから構成されている。そして、Ｂ電源１０９は、制御部を構成する、
例えばＣＰＵ２２と、２次側負荷２３に電力を供給する。ＣＰＵ２２は、使用検知手段１
１１からの信号に基づいて、待機電力モードと通常電力モードの切換指示を出力する。な
お、２次側負荷２３は、便座温度を検知する便座サーミスタや、熱交換器への入水温度を
検知する入水サーミスタや、熱交換器からの出湯温度を検知する出湯サーミスタおよび便
座２２０や熱交換器の温度過昇防止回路などである。さらに、ＣＰＵ２２は、リレー２６
を介して、商用電源とＡ電源１０４との接続および遮断を制御する。
【００７６】
　なお、上述の（衛生洗浄装置の動作および作用）で説明したリモートコントローラ４０
０および本体受信部（赤外線受信部）２６２が、図６に示す使用検知手段１１１に相当し
、使用検知手段１１１からの使用検知信号がＣＰＵ２２に送信される。
【００７７】
　また、使用検知手段１１１としては、使用者がリモートコントローラ４００の操作スイ
ッチ４１０を操作して、リモートコントローラ４００から本体受信部（赤外線受信部）２
６２に送信する構成も含まれる。
【００７８】
　さらに、使用検知手段１１１としては、使用者が手動で便蓋２１０や便座２２０を開い
たときも、機器が使用される信号として便座便蓋回動機構２１５からの信号をＣＰＵ２２
へ送信する構成も含まれる。
【００７９】
　さらにまた、本体操作部２６１のお尻洗浄スイッチ２６１ｂが操作された場合のように
、本体操作部２６１から機器が使用される信号としてＣＰＵ２２へ送信される構成も使用
検知手段１１１に含まれる。
【００８０】
　また、図６に示すように、Ｂ電源１０９は、Ｂ電源入力部１０６に設けた１次巻線１１
２と、Ｂ電源出力部１０７に設けた２次巻線１１３と、Ｂ電源制御素子を構成する、例え
ばＢ電源制御ＩＣ２１を備えたＢ電源モード切換制御部１０８に設けた補助２次巻線１１
４から構成されるトランス１１５を備えている。
【００８１】
　以上により、本実施の形態の衛生洗浄装置１００の電力制御装置が構成されている。
【００８２】
　このとき、使用検知手段１１１からの使用検知信号（機器を使用されていないことを示
す信号）がＣＰＵ２２に送信されると、ＣＰＵ２２は待機電力モードへの切換指示により
Ａ電源１０４への商用電力の供給を遮断する。同時に、ＣＰＵ２２自体が低速モードであ
る待機電力モードに移行する。さらに、トランス１１５の２次巻線１１３の電流低下によ
る補助２次巻線１１４の電流低下により、Ｂ電源モード切換制御部１０８のＢ電源制御Ｉ
Ｃ２１がＢ電源１０９の間欠駆動停止を繰り返す待機電力モードとなる。これにより、待
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機電力を限りなくゼロに近づけることができる。その結果、待機電力を大幅に低減できる
電力制御装置およびそれを備えた機器を実現できる。
【００８３】
　（電力制御装置の動作および作用）
　以下に、本実施の形態の電力制御装置の動作および作用について、図６を参照しながら
説明する。
【００８４】
　まず、上述の（衛生洗浄装置の動作および作用）で待機電力モードを説明したように、
使用検知手段１１１からＣＰＵ２２へ送信される信号が待機電力モードに移行させる条件
になると、ＣＰＵ２２は、図６に示す負荷通電遮断用素子２４により、２次側負荷２３を
遮断する。同時に、ＣＰＵ２２自らも高速モードから低速モードに移行する。これにより
、トランス１１５の２次巻線１１３側の電力負荷がさらに小さくなる。
【００８５】
　つまり、使用検知手段１１１からの機器を使用されていない使用検知信号をＣＰＵ２２
が受信すると、ＣＰＵ２２は負荷通電遮断用素子２４により、２次側負荷２３を遮断する
。同時に、ＣＰＵ２２自らも高速モードから低速モードに移行する。これにより、図６に
示すように、トランス１１５の２次巻線１１３に流れる電流がＩａからＩｂに減少し、待
機電力が減少する。さらに、２次側負荷２３に応じて、トランス１１５の補助２次巻線１
１４に流れる電流もＩｃからＩｄに変化する。
【００８６】
　例えば、図６において、Ｂ電源制御ＩＣ２１のＦＢ端子にかかる電圧ＶＦＢの、通常動
作時（トランス１１５の２次巻線１１３に流れる電流がＩａの場合）における電圧ＶＦＢ
１は、ＶＦＢ１＝（Ｒ２＋Ｒ３）×Ｉｃ／（Ｒ１＋Ｒ２＋Ｒ３）となる。
【００８７】
　一方、ＣＰＵ２２が２次側負荷を遮断すると、トランス１１５の２次巻線１１３に流れ
る電流がＩａからＩｂに減少する待機電力モード動作に移行する。このとき、待機電力モ
ード動作時のＢ電源制御ＩＣ２１のＦＢ端子にかかる電圧ＶＦＢ２は、ＶＦＢ２＝（Ｒ２
＋Ｒ３）×Ｉｄ／（Ｒ１＋Ｒ２＋Ｒ３）となる。
【００８８】
　そして、Ｂ電源制御ＩＣ２１のＦＢ端子にかかる電圧ＶＦＢ２が、所定の電圧Ｖｒｅｆ
よりも低下すると、Ｂ電源制御ＩＣ２１自体が待機電力モードとなるように作用する。
【００８９】
　すなわち、ＣＰＵ２２が２次側負荷２３を遮断し、ＣＰＵ２２自体を低速モードとし、
かつＢ電源モード切換制御部１０８によりＢ電源制御ＩＣ２１自体が待機電力モードにな
ると、Ｂ電源制御ＩＣ２１が間欠駆動停止を繰り返す待機電力モードに移行する。なお、
本実施の形態では、Ｂ電源制御ＩＣ２１は、待機電力モード時において、例えば１ｍｓ駆
動、２４ｍｓ停止の間欠駆動停止の動作を繰り返す状態になる。
【００９０】
　なお、Ｂ電源制御ＩＣ２１のＦＢ端子にかかる電圧ＶＦＢ２が、所定の電圧Ｖｒｅｆよ
りも低下すると、Ｂ電源制御ＩＣ２１自体が待機電力モードとなるように、補助２次巻線
１１４の出力電流Ｉｄ、抵抗Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３を適切に設定してあることはいうまでもな
い。
【００９１】
　以上で説明したように、本実施の形態の電力制御装置は、使用検知手段１１１からの信
号により通常電力モードから待機電力モードへ移行させる条件になると、まず、ＣＰＵ２
２はＡ電源１０４への商用電力供給を遮断するとともに、Ｂ電源１０９の２次側負荷２３
を遮断する。
【００９２】
　同時に、ＣＰＵ２２自体が低速モードである待機電力モードに移行する。そして、トラ
ンス１１５の２次巻線１１３の電流低下によるトランス１１５の補助２次巻線１１４の電
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流低下により、Ｂ電源モード切換制御部１０８のＢ電源制御ＩＣ２１が、Ｂ電源の間欠駆
動停止を繰り返す待機電力モードとなる。
【００９３】
　これにより、Ａ電源１０４への商用電力の供給が遮断されて、待機電力モード時におい
て、Ａ電源１０４およびＡ電源の出力側負荷１０５での電力消費がなくなる。
【００９４】
　また、Ｂ電源１０９の２次側負荷２３が遮断され、Ｂ電源１０９が間欠駆動停止を繰り
返す待機電力モードになることにより、機器（衛生洗浄装置）を使用していないときの待
機電力は、約０．００４ワット程度と限りなくゼロに近い値まで低減する。その結果、待
機電力を大幅に低減できる電力制御装置およびそれを備えた機器（衛生洗浄装置）を実現
できる。
【００９５】
　なお、本実施の形態において、仮にＢ電源モード切換制御部１０８がない構成の場合、
電力制御装置は、以下のように動作する。
【００９６】
　まず、電力制御装置は、使用検知手段１１１からの信号により通常電力モードから待機
電力モードへ移行させる条件になると、ＣＰＵ２２はＡ電源１０４への商用電力供給を遮
断する。同時に、Ｂ電源１０９の２次側負荷２３を遮断する。そして、ＣＰＵ２２自体が
低速モードである待機電力モードに移行する。これにより、待機電力を約０．７ワット程
度に小さくできる。
【００９７】
　しかし、Ｂ電源モード切換制御部１０８がない構成の場合、本実施の形態の電力制御装
置の待機電力に対して、約１７５倍の桁違いの待機電力となる。つまり、本実施の形態の
電力制御装置のように、Ｂ電源モード切換制御部１０８を備えることにより、待機電力を
大幅に低減する効果が大きいことがわかる。
【００９８】
　（待機電力モードから通常電力モードへの切替制御）
　以下に、本実施の形態の衛生洗浄装置の待機電力モードから通常電力モードへの切替制
御について説明する。
【００９９】
　まず、図６で示した使用検知手段１１１の、特にリモートコントローラ４００から本体
受信部である赤外線受信部２６２にリモコン信号が送信される。
【０１００】
　本実施の形態の衛生洗浄装置は、上述したように、トイレルームに出入りする人を検知
する人体検知センサ３００を搭載したリモートコントローラ４００を備えている。そして
、人を検知、もしくはリモートコントローラ４００に配置されている操作スイッチ４１０
を操作されると、赤外線送信部４３６から赤外線信号が送信される。送信された赤外線信
号は、本体２００の本体受信部（赤外線受信部）で受信され、さらに受信された信号が本
体２００内のＣＰＵ２２に入力される。
【０１０１】
　このとき、電力制御装置が、待機電力を低減する待機電力モードになっている場合、人
体検知センサ３００が、人を検知、もしくは人によってリモートコントローラ４００の操
作スイッチ４１０が操作されたことを検出したとき、電力制御装置を待機電力モードから
通常電力モードに切り替える。
【０１０２】
　以下に、電力制御装置を待機電力モードから通常電力モードに切り替える動作について
、図６のブロック図の要部を見やすくした図７のブロック図を用いて説明する。
【０１０３】
　図７に示すように、ＣＰＵ２２から、Ｂ電源１０９に待機電力モードから通常電力モー
ドに切り替える信号が入力されると、Ｂ電源１０９は一旦、Ｂ電源内の電源制御ＩＣ２１
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によってＢ電源１０９は、間欠駆動から連続駆動に切り替える。
【０１０４】
　Ｂ電源１０９が待機電力モードから通常電力モードに切り替わる際、ＣＰＵ２２からＢ
電源１０９に、待機電力モードから通常電力モードに切り替える信号が入力されると同時
に、負荷通電遮断用素子２４を通電させてしまうと、電解コンデンサ７０１の電力を早く
消費してしまうため、Ｂ電源１０９の出力を低下させてしまい、ＣＰＵ２２が正常に動作
できなくなる。
【０１０５】
　本実施の形態においては、図７、図８に示したように、使用検知手段１１１からの信号
によりＣＰＵ２２が、待機電力モードから通常電力モードへの切替指示を行う切替信号を
Ｂ電源１０９に出力した後、予め設定された遅延時間Ｔａ遅らせて負荷通電遮断用素子２
４へ通電する構成により、Ｂ電源１０９が間欠駆動停止を繰り返す状態から連続通電状態
になった後に安定した状態になってから、２次側負荷２３へ通電する動作が行われるため
、通電される負荷電流によって、電源の出力電圧が低下して、電源から供給されているＣ
ＰＵの電圧が低下してＣＰＵがリセットされることがなく、安定して動作させることがで
きる。
【０１０６】
　図８は、図７のブロック図における待機電力モードから通常電力モードに切り替わる動
作を例示するタイミングチャート図である。待機電力モードから通常電力モードに切り替
える際、ＣＰＵ２２からＢ電源１０９に切替信号が入力されると同時に、予め図９に設定
された遅延時間Ｔａ後、負荷通電遮断用素子２４を通電させる。
【０１０７】
　本電力制御装置を使用する機器によって、負荷が異なり負荷電流が異なる場合がある。
【０１０８】
　したがって、通電タイミングを遅らす遅延時間を一定にすると、負荷電流が大きい機種
の場合、遅延時間が不十分だとＢ電源１０９の出力電圧が低下させてしまう。
【０１０９】
　また、負荷電流が小さい機種の場合。遅延時間が長いと待機電力モードから通常電力モ
ードに切り替える時間が長くなる。そのため、図９に示したように機種に応じて、予め各
品番（機種品番）の負荷電流に応じた遅延時間Ｔａを設定する。その設定した時間は、Ｃ
ＰＵ２２に記憶させ各品番に応じて遅延時間を制御することにより、待機電力モードから
通常電力モードに適切に切り替えることができる。
【０１１０】
　図８は、図７のブロック図における待機電力モードから通常電力モードに切り替わる動
作を例示するタイミングチャート図である。待機電力モードから通常電力モードに切り替
える際、ＣＰＵ２２からＢ電源１０９に切替信号が入力されると同時に、予め図９に設定
された遅延時間Ｔａ後、負荷通電遮断用素子２４を通電させる。
【０１１１】
　このように、電源の２次側負荷の異なる機器に応じてＣＰＵに遅延時間Ｔａが予め設定
されていることにより、使用機器において電源の２次側負荷が、大きい機器あるいは小さ
い機器と異なっていても、通電される負荷電流によって、電源の出力電圧が低下して、電
源から供給されているＣＰＵの電圧が低下してＣＰＵがリセットされることがなく、安定
して動作させることができる。
【産業上の利用可能性】
【０１１２】
　本発明は、機器を使用していないときの待機電力の大幅な低減が要望される電力制御装
置を備える、人体検知センサやリモートコントローラが搭載された機器などの技術分野に
適用できる。
【符号の説明】
【０１１３】
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　２１　Ｂ電源制御ＩＣ
　２２　ＣＰＵ
　２３　２次側負荷
　２４　負荷通電遮断用素子
　２５　Ａ電源制御ＩＣ
　２６　リレー
　１００　衛生洗浄装置
　１０２　Ａ電源入力部
　１０３　Ａ電源出力部
　１０４　Ａ電源
　１０５　出力側負荷（機能部）
　１０６　Ｂ電源入力部
　１０７　Ｂ電源出力部
　１０８　Ｂ電源モード切換制御部
　１０９　Ｂ電源
　１１０　便器
　１１１　使用検知手段
　１１２　１次巻線
　１１３　２次巻線
　１１４　補助２次巻線
　１１５　トランス
　２００　本体
　２１０　便蓋
　２１５　便座便蓋回動機構
　２２０　便座
　２２１　便座ヒータ
　２３０　洗浄機構
　２３１　洗浄ノズル
　２４０　本体制御部
　２５０　着座検知センサ
　２６０　袖部
　２６１　本体操作部
　２６１ａ　電源スイッチ
　２６１ｂ　お尻洗浄スイッチ
　２６２　本体受信部（赤外線受信部）
　３００　人体検知センサ
　４００　リモートコントローラ（操作リモコン）
　４０１　リモコン本体
　４０１ａ　磁石
　４０２　フロントパネル（外郭）
　４０２ｃ　受板
　４０３　操作ボタン
　４１０　操作スイッチ
　４１１　ビデ洗浄スイッチ
　４１２　お尻洗浄スイッチ
　４１３　乾燥スイッチ
　４１５　便座開スイッチ
　４１６　便座閉スイッチ
　４１７　リズムスイッチ
　４１８　ワイドスイッチ
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　４１９　ムーブスイッチ
　４２０　設定スイッチ
　４２１　強度スイッチ
　４２３　温水温度スイッチ
　４２４　便座温度スイッチ
　４３０　表示灯
　４３１　強度表示灯
　４３２　温水温度表示灯
　４３３　便座温度表示灯
　４３４　電池表示灯
　４３５　センサ検知表示灯
　４３６　赤外線送信部
　４４０　照度センサ
　４４１　第一照度センサ
　４４２　第二照度センサ
　４５０　電池
　５００　リモコン制御部

【図１】 【図２】
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【図９】
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